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船舶事故調査報告書 

 

 平成３０年１１月７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年５月２４日 ０２時４５分ごろ 

発生場所 鹿児島県長島
ながしま

町長島西方沖 

 指江
さ す え

港防波堤北灯台から真方位１９９°１,４００ｍ付近 

 （概位 北緯３２°０８.７′ 東経１３０°０６.５′） 

事故の概要  漁船漁
ぎょ

盛
せい

丸及び漁船正漁
せいぎょ

丸は、共に南進中、両船が衝突した。 

 漁盛丸は、甲板員１人が負傷し、船尾部ブルワークの亀裂等を生

じ、また、正漁丸は、船首部船底に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年６月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 漁盛丸、４.４トン 

   ＫＧ３－２９４５３（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.９２ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６９.２０kＷ、昭和６０年１２月１８日 

   第２９５－２５７４０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 正漁丸、３.６トン 

   ＫＧ３－３２７２７（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.２６ｍ（Lr）×２.５５ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２５５kＷ（動力漁船登録票による）、平成４

年１１月２０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年１２月８日 

    免許証交付日 平成２９年１２月１９日 

           （平成３５年１２月７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５３年２月３日 

    免許証交付日 平成２６年１１月２７日 

           （平成３２年４月１４日まで有効） 

  甲板員Ｂ 男性 ２８歳 
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   二級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２９年４月１７日 

    免許証交付日 平成２９年４月１７日 

           （平成３４年４月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（甲板員） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 船尾部ブルワーク及び後部甲板に亀裂、オーニング支柱に曲損、

オーニング支柱取付け部に破損 

Ｂ 船首部船底に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

月没時刻：０２時０６分ごろ、月齢：８.６ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか甲板員３人が乗り組み、きびなご流し網漁の目

的で、平成３０年５月２４日０２時１５分ごろ長島町堂
どう

埼西方沖の漁

場（以下「本件漁場」という。）に向けて同町蔵之元
く ら のも と

漁港を出港し

た。 

Ａ船は、両色灯及び船尾灯を表示し、船長Ａが、操舵室右舷側の舵

輪後方に立ち、０.７５海里（Ｍ）レンジでヘッドアップ表示とした

レーダー、ＧＰＳプロッター及び魚群探知機を作動させ、レーダー画

面を確認しながら、約１３ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で手動操舵により長島西方沖を陸岸に沿って南進した。 

船長Ａは、長島町指
さす

江
え

港西方沖で、レーダー画面の端に本件漁場に

向けて南進する船舶の映像を認め、ふだん、Ｂ船が船尾方から接近し

てＡ船を追い越していたので、同映像がＢ船であると判断した。 

船長Ａは、いずれＢ船がＡ船を避けると思い、速力の増減を繰り返

して魚群を探索しながら南進を続けた。 

船長Ａは、本件漁場に近づき、減速して魚群探知機の画面を見なが

ら南進していたところ、０２時４５分ごろ、操舵室後方にいた甲板員

（以下「甲板員Ａ１」という。）の叫び声を聞いたので、船尾方を振り

向いたところ、Ａ船とＢ船とが衝突し、Ａ船の船尾部に乗り上がった

Ｂ船の船首部が自身に迫っているのを認め、増速してＡ船をＢ船から

離した後、主機を中立運転とした。 

Ａ船は、船長Ａが、後部甲板の作業灯を点灯して船体の損傷状況を

確認していたところ、本事故の発生を目撃した僚船（以下「Ｃ船」と

いう。）の船長から促されて１１８番通報を行った後、錨泊して待機

し、到着した巡視艇による調査を受け、自力で帰港した。 

甲板員Ａ１は、本事故発生時の衝撃によって首を痛め、長島町内の

病院で受診し、外傷性頸
けい

部症候群と診断された。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、きびなご流し網漁の目的

で、０２時３０分ごろ本件漁場に向けて蔵之元漁港を出港した。 
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 Ｂ船は、法定灯火を表示し、船長Ｂが操舵室左舷側に立ち、甲板員

Ｂが操舵室右舷側の舵輪後方の椅子に腰を掛けてＧＰＳプロッターを

確認しながら操船を行い、約１７knの速力で手動操舵により長島西方

沖を陸岸に沿って南進した。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、レーダーが故障していたので、目視のみで

見張りを行いながら南進を続け、本件漁場付近で集魚灯を点灯してい

るＣ船を認めた。 

船長Ｂ及び甲板員Ｂは、本件漁場に近づき、減速して南進していた

ところ、０２時４５分ごろ、衝撃を感じるとともに船首部が持ち上が

ったので、主機を中立運転とした。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、船首部が下がり、流木等に乗り上げたと思

っていたところ、作業灯を点灯したＡ船を見て、Ａ船と衝突したこと

に気付いた。 

 Ｂ船は、本事故発生場所の南方に移動し、船長Ｂが集魚灯を使用し

て船首部の損傷状況を確認した後、Ａ船付近に戻って錨泊して待機

し、到着した巡視艇による調査を受け、自力で帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船（修理後）、写真２ 

Ａ船の船尾部ブルワークの損傷状況、写真３ Ａ船のオーニングの

損傷状況、写真４ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  長島周辺で行われるきびなご
．．．．

流し網漁は、５月ごろ、本件漁場を操

業場所としていた。 

 蔵之元漁港を係留地としてきびなご
．．．．

流し網漁を行う漁船は、Ａ船及

びＢ船のみであった。 

 船長Ａは、ふだん、両色灯及び船尾灯を点灯していたが、マスト灯

を点灯していなかった。 

 船長Ｂ及び甲板員Ｂは、南進していた際、Ａ船の船尾灯の灯火を認

めなかったので、本事故当時、Ａ船は船尾灯を点灯していなかったと

本事故後に思った。 

 Ｃ船は、長島町汐見
し お み

漁港を係留地とするきびなご
．．．．

流し網漁を行う漁

船で、本事故発生場所の南東方沖で集魚灯を点灯し、船首を南方に向

けて錨泊していた。 

 Ｃ船の船長は、３Ｍレンジとして作動させたレーダーを時々見てい

たところ、最初、Ａ船を指江港北西方沖に、Ｂ船を長島町大埼
おおさき

西方沖

に認め、その後、Ａ船が本件漁場の手前に至った際、Ａ船にＢ船が近

づいていることを認めた。 

 Ｃ船の船長は、Ａ船の映像がレーダー画面の中心に近づいたので、

操舵室から出て右舷方を見たところ、２つの紅灯が接近して、衝突音

が聞こえ、Ａ船とＢ船とが衝突したことが分かり、携帯電話で船長Ａ

と通話した後、揚錨してＡ船に近づき、Ａ船の損傷状況を確認した。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、長島西方沖を南進中、船長Ａが、Ｂ船のレーダー映像を認

めた際、ふだん、Ｂ船が船尾方から接近してＡ船を追い越していたの

で、いずれＢ船がＡ船を避けると思い、船尾方の見張りを適切に行っ

ていなかったことから、Ｂ船がＡ船を避けずに接近していることに気

付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、長島西方沖を南進中、船長Ｂ及び甲板員Ｂが、レーダーが

故障し、船首方の見張りを適切に行っていなかったことから、前路の

Ａ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 Ａ船の船尾灯の点灯状況は、明らかにすることができなかった。 

原因  本事故は、夜間、長島西方沖において、Ａ船及びＢ船が共に南進

中、船長Ａ、船長Ｂ及び甲板員Ｂが、共に見張りを適切に行っていな

かったため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  船長Ａは、本事故後、夜間、法定灯火を表示するようにした。 

 船長Ｂは、本事故後、レーダーを新替えした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・自船に向かって航行する他船を認めた場合、他船が避けてくれる

と思い込まず、常時適切な見張りを行うこと。 

・夜間は法定灯火を表示すること。 

・レーダーを備えている船舶は、レーダーを常に正常に使用できる

状態にした上で有効に活用し、常時適切な見張りを行うこと。 

・他船と衝突した場合は、乗船者の負傷状況及び船体の損傷状況を

確認し、人命の救助や船体の保全に必要な措置をとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船（修理後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の船尾部ブルワークの損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾灯 マスト灯 両色灯 

船尾部ブルワークに亀裂 

甲板員Ａ１がいた場所 
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写真３ Ａ船のオーニングの損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船 
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